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も合わせて行う必要性 12），13）が指摘されている．

長野県内では，在来植物の約 27% にあたる 804

種が，現在絶滅危惧植物に指定され，北アルプス北

部白馬岳周辺，八ヶ岳には高山性の絶滅危惧植物が

集中している事が報告されている 14）．高山生態系

は脆弱であり，温暖化や酸性雨の影響が顕著に現

れると言われ，将来性が危惧されている 15）．また，

南アルプスや八ヶ岳では高山帯へのシカの分布拡大

による高山植生への影響も出ている 16）～ 18）．さらに，

近年は後立山連峰南部の爺ヶ岳周辺でニホンジカが

確認されており 19），20），後立山連峰においても高山

帯へのシカの分布拡大，それによる植生への影響の

懸念も出てきた．

シカの採食圧の高まりの影響は大きく，植物種多

様性の低下や植生の変化 21），開花植物相の変化 22）

をはじめ多くの報告がある．長野県内においても，

シカの採食の懸念の観点から，既に生息域外保全が

実施されている 8），23）～ 25）．

また，気候変動影響予測では，21 世紀末には平

均気温が 1.6 ～ 4.3℃程度上昇することが予測され

ており 26），この温度変化は標高に換算するとおよ

そ 280-755m 上昇することになる．この急激な変化

に植物が適応できるか，適応できない場合に植物の

移動速度が追い付くのか否か，現在，研究が進めら

れている．北海道では積雪の減少に伴う土壌の乾燥

１．はじめに

日本の維管束植物の約 25% にあたる 1779 種が現

在絶滅危惧植物としてリストアップされている１）．

絶滅危惧種に指定されている希少植物の中には，今

なお減少の危機にあるものもあり，それらの減少要

因としては，自生地の環境変化 2）～ 4），栽培目的の

盗掘 2），4）～ 8）に加え，近年では，シカの採食圧の

高まり 8），9），が挙げられている．

この様に絶滅危惧植物の生育環境が脅かされる中

で，様々な保全対策が行われてきた．保全の手法

には，自生地の環境保全に取り組む方法と，自生

地の外で保全を行う方法がある．保全活動の基本

は，自生地における生息域内保全である．しかしな

がら，残存個体群が存続するには小さい，すべて

の残存個体が保護区外に生育しているなど，現地

保全が難しい場合，種を絶滅から防ぐ方法として，

人間の監視下における飼育，栽培 10）	が必要となる．

この様に，人の飼育・栽培下において種の絶滅を

防ぐ方法を生息域外保全という．生息域外保全は

完全な解決策ではないが，長期的な植物多様性を

維持するための基本手段であり 11），生息域外保全

と種子の保存という 2 重の保険をかけると表現さ

れることもある 11）．また，生息域外保全によって

増殖した個体を自生地に戻す野生復帰の取り組み

希少植物の生息域外保全とその可能性
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希少種の保全対策の 1 つとして，自生地における保全（生息域内保全）が行われてきた．しかし，急速な環

境の変化や，個体数が減少してしまった種への対策のため，希少種を人の管理下で栽培・管理する生息域外保

全が注目されるようになってきた．また，近年は気候変動の適応策のひとつの選択肢としても注目されつつあ

る．

植物の生息域外保全には栽培技術の確立が必要である．また，種子保存の必要性もある．栽培・増殖・種子

保存方法には種ごとに特性があり，目的に合わせた方法の選択と同時に対象種の地道な研究が必要である．ま

た研究を進めるにあたり，情報共有，危険分散，コスト面など課題が浮かび上がってきている．

生息域外保全には未だ課題も多いが，今後，保全手法の 1 つとしてその選択が検討されていくだろう．
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数値目標が盛り込まれた 33）．

公益財団法人日本植物園協会（以下，日本植物園

協会）では，現在「植物多様性保全 2020 年目標」
34）を掲げている．これは，COP10 で見直された「世

界植物保全戦略」での目標を踏まえて掲げられたも

のであり，その目標の中には，

・2020 年までに日本産絶滅危惧種の 75%	（1,268

種）の生息域外保全を実施する

・2020 年までに日本産絶滅危惧種を網羅する効果

的な保全手法を提示する

・コレクションの構築，保存，継承の方法を標準化

し，様々な主体が連携したナショナルコレクショ

ンを確立する

・全ての植物園で生物多様性保全の理解に資する

学習支援事業を実施する

といった主な目標が掲げられている．また，その他

の目標として，

・日本産絶滅危惧植物種の 65%	（1,099 種類）につ

いて，自生地情報を持つ個体の生息域外保全を実

施する

・2020 年までに日本産絶滅危惧種の 15%	（253 種

類）について自生地情報を持つ種子・胞子を保存

する

・2020 年までに生息域外保全と生息域内保全を連

携させた野生復帰手法を提示する

などが掲げられている．

環境省は 2009 年に絶滅のおそれのある野生動植

物種の生息域外保全に関する基本方針 12）を示した．

その中で，「野生生物の絶滅を回避するためには，

その種の生息域内で保全されること（生息域内保

全）が原則である．しかしながら，種によっては危

機的な状況にあるため，生息域内保全の補完として

の生息域外保全は，生息生育状況の悪化した種を増

殖して生息域内の個体群を増強すること，生息域内

での存続が困難な状況に追い込まれた種を一時的に

保管することなどに有効な手段と考えられる．」12）

と述べている．

日本植物園協会は，環境省レッドリストの改訂に

合わせ，2003 年からおよそ 5 年おきに環境省レッ

ドリスト指定種の協会加盟園の保有率を調べてい

る．2003 年は保有率約 38%	（2000 年版レッドリス

ト掲載種 1,835 種中 695 種を保有），2008 年は保

有率約 52%	（2007 年版レッドリスト掲載種 1,690

種中 874 種を保有），2014 年のアンケート調査の

途中結果によると，保有種数は 1,043 種で保有率

化により，ササや，周囲の背丈の高い植物の生育範

囲が拡大し，高山帯の湿性のお花畑が減少している

という報告がある 27）．

今後，希少植物の生息環境に何らかの急激な変化

が起きた場合，希少植物の緊急避難として，生息域

外保全を検討する事態が出てくるかも知れない．し

かし，生息域外保全には，どのような取り組みが必

要であるか？栽培技術等はどこまで確立されている

のか？といった情報はどこまで共有されてきただろ

うか．これまで栽培に関わる人や，生息域外保全に

関わりの深い人々の間では共有されてきたが，今

後，生息域外保全の可能性を検討するには，さらに

広く情報共有していく必要性があるのではないだろ

うか．

そこで，本稿では生息域外保全に必要な取り組み・

課題等を整理し，関係する諸分野，団体の情報共有

に寄与するため，まず，生息域外保全をめぐる国内

の動きを整理し（２章），生息域外保全に必要な栽

培技術の確立への取り組みと（３章），種子保存へ

の取り組みを概観する（４章）．そして，それらの

取り組みの中で，見えてきた課題を整理し（５章），

最後に希少種保全の現状と生息域外保全の可能性に

ついて述べる（６章）．種子保存の取り組みは生息

域外保全と関わりが深く，その中に位置づけられる

こともあるが，本稿では章を分けて紹介することと

した．

２．生息域外保全をめぐる国内の動き

希少野生植物の生息域外保全への取り組みは，

1980 年代には始まっていた．1983 年，東京都と東

京大学による小笠原希少動植物保護増殖事業（1994

年に環境庁へ移管）	28），29）が始まり，1990 年代には，

生息域外保全の重要性が認識され，それに対する取

り組みも始まった 30）．また，北海道大学北方生物

圏フィールド科学センター植物園では，絶滅が危惧

される以前に採集，育成に取り組んだ高山植物の株

を保有しており，その数は高山植物の絶滅危惧植物

の約 1/3 分類群に及んでいる 31）．	

2002 年の生物多様性条約 COP6 で採択された世

界植物保全戦略 32）は，植物の保全に関する国際的

な枠組みであり，そこでは 5 つの目標とその下に

16 の世界目標が掲げられた．その後，2010 年の

COP10 で植物生物多様性戦略は全面的に改定され，

16 の世界目標には 2011 ～ 2020 年における新たな
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2007 年にタデスミレ Viola	thibaudieri	Franch.	et	Sav.，	

2008 年にホテイアツモリCypripedium	macranthos	Sw.	

var.	macranthos，2010 年にササユリLilium	japonicum	

Houtt.，2013 年にアツモリソウCypripedium	macranthos	

Sw.	var.	speciosum	（Rolfe）	Koidz. が策定され，保護回復

事業が実施されている 38）．

３．生息域外保全に必要なこと
　　－栽培技術の確立－

栽培技術には様々な過程や方法が含まれる（図

1）．生息域外保全が必要だと考えられる種を自生

地から持ち出すときの方法として，大きく分けて，

植物体を株ごと取り出す方法と，種子を採取する方

法がある．株ごと取り出した際，まず求められるの

は，個体を維持することである．株が維持できるよ

うになり，開花させることが出来れば，そこから種

子を採り，増殖させることが期待される．

3.1　個体維持の事例と課題

栽培下での生活史や繁殖特性に関する研究は，播種

から行われたササユリLilium	japonicum	Houtt.	39），ビッ

チュウフウロGeranium	yoshinoi	Makino	ex	Nakai40），コ

マクサ Dicentra	peregrina	（Rudolph）Makino41），ヤ チ

シャジン Adenophora	palustris	 Kom.42） や，アカバナ

58.6%，うち自生地情報を持つものは 904 種で保有

率 50.8% であり，2020 年目標の 1,335 種（保有率

75%）にはさらに 292 種の収集が必要なことが示さ

れている 35）．

環境省は，平成 20 年度（2008 年度）から「環

境省生息域外保全モデル事業」を実施し，植物分

野では，生息域外保全の実施や野生復帰の検討と

して，コシガヤホシクサ Eriocaulon	heleocharioides	

Satake（ 茨 城 県 下 妻 市 ） と オ キ ナ グ サ Pulsatilla	

cernua（Thunb.）	Berchtold	et	J.Presl	（新潟県魚沼市）

を，生息域外保全及び野生復帰の研究や技術開発

として，キバナスゲユリ Lilium	callosum	Siebold	et	

Zucc.	var.	flaviflorum	Makino	（沖縄県），ムカゴサイ

シン Nervilia	nipponica	Makino	（高知県南国市），コ

ウシンソウ Pinguicula	ramosa	Miyoshi	（栃木県日光

市）を対象とした事業が展開されている 36）．

2015 年 6 月 25 日には，日本植物園協会と環境

省は，絶滅危惧種の生息域外保全や野生復帰，外来

種対策などで両者が連携し，日本の生物多様性を守

る取り組みを進めることを目的として，「生物多様

性保全の推進に関する基本協定書」を締結した 37）．

長野県では，県民主体の保護活動が期待される種

及び特に緊急に保護が必要な希少種について保全活

動の指針として保護回復事業計画を策定しており，

2006 年にヤシャイノデPolystichum	neolobatum	Nakai，

図1. 植物の生息域外保全の過程・方法

無菌培養

播種 発芽

開花

野生復帰

野生復帰

葉挿し、挿し芽、挿し木、根伏せ

順化

個体の維持

保護・増殖

株分け

研究

市場化

種子

遺伝的多様性・遺伝子撹乱等
を考慮しながら野生復帰へ

図１　植物の生息域外保全の過程・方法
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Epilobium	pyrricholiphum	Franch.	et	Sav.43） の 事 例 や，

譲渡株（成体から）のキタダケソウCallianthemum	

hondoense	Nakai	et	H.Hara の栽培記録 44）などがある．

これらの研究の中で，灌水の頻度や，用土の検討

によって栽培が可能になるという報告がある一方

で，植物園の位置する場所と自生地の気候の違いに

起因する課題が挙がってきている．東北大学植物園

（仙台市，標高 58-148m に位置する）におけるキタ

ダケソウのフェノロジー研究では，自生地であれば

翌年展開するはず葉や花芽が休眠できず展葉してい

る可能性があり，このため 1 シーズンの生育期間

中に自生地の 2 シーズン以上の生育コストを浪費

して，栽培株が衰弱しやすくなっている可能性が示

唆されている 44）．また，コウシンソウを低地で栽

培すると，不規則に，休眠・展葉を繰り返し，衰弱・

枯死に至るという報告もある 2）．

このように，山地や高山に自生する植物の栽培は，

生息地よりも温暖な環境で栽培せざるを得ないこと

が多く，暖地栽培の難しさ 2），44）が課題として挙がっ

ている．また，対象となる植物の栽培実績を持つ植

物園等であっても，譲渡個体が枯死してしまうこと

もあり，種類による生息域外での栽培の難しさも浮

かび上がってきている 45）．

3.2　増殖

動物の増殖は，原則として有性生殖によるが，植

物の増殖では，種子繁殖（有性生殖）による方法だ

けでなく，栄養繁殖（無性生殖）による方法が用い

られるという特徴がある．栄養繁殖による増殖法と

して，株分け，挿し木，挿し芽，葉挿し，採り木，根

伏せなどが昔から行われてきた．近年は無菌培養（組

織培養や無菌播種）による増殖も行われている．挿

し木や生長点培養などのクローン増殖では，均一の

遺伝子構成の集団をつくることになってしまい，病

害虫で一斉枯死する懸念もある 28）．このため，絶滅

危惧植物を人工増殖する場合は，できるだけ多くの

株から育てた繁殖個体を用いることが必要である 28）．

種子繁殖による増殖事例としては，レブンソウ

Oxytropis	megalantha	H.Boissieu46）， タ デ ス ミ レ 47）

が，胞子からの栽培事例として．ヤシャイノデの事

例 8）がある．ヒダカソウCallianthemum	miyabeanum	

Tatew. の根伏せ 3）やミズキンバイLudwigia	peploides	

（Kunth）	P.H.Raven	subsp.	stipulacea	（Ohwi）	P.H.Raven

の挿し木による増殖方法の検討 48），無菌培養を用い

た増殖事例として，レブンアツモリソウCypripedium	

macranthos	 Sw.	var.	flavum	Mandl.4）， ハ ク サ ン チ ド

リDactylorhiza	aristata	（Fisch.	ex	Lindl.）	Soó6），ミヤマ

ハナシノブ Polemonium	caeruleum	L.	subsp.	yezoense	

（Miyabe	et	Kudô）	H.Hara	var.	nipponicum（Kitam.）	

Koji	Ito9）の無菌播種の取り組み，ハヤチネウスユキ

ソ ウ Leontopodium	hayachinense（Takeda）	H.Hara	et	

Kitam.49），ジゾウカンバBetula	globispica	Shirai	50），ナ

ガボナツハゼVaccinium	sieboldii	Miq.51）などの葉片や

茎頂組織などの組織からの培養の取り組みが挙げら

れる．これらの取り組みの中で見えてきた，それぞ

れの増殖方法の利点と課題を以下に示す．

3.2.1　種子繁殖による増殖の利点と課題

散布体の形で得られる種子からの増殖は，残存個

体を損傷することがない 28）という利点がある．一

方で，自生地の種子からの増殖については，種子

の採集時期の見極めの難しさ 3）という課題があり，

大場ほか 2）が行ったような種子採集時期の調査・

研究も必要となってくる．また，自生地の個体の結

実率が低下し，十分な種子の確保が難しい 3），採集

した種子の遺伝的多様性が低い 52）という報告があ

り，自生地の個体群が十分な遺伝的多様性，結実率

を維持しているうちの対策が必要だということが伺

える．

種子繁殖を行う場合，休眠性を有している種では

休眠打破について，また，採り蒔きの場合を除き種

子の保存方法についてなど様々な点を考慮しなけれ

ばならない．これらの種子の扱いについては，第 4

章に後述する．

3.2.2　栄養繁殖による増殖の利点と課題

園芸，林木育種の分野では，株分け，根伏せ，挿

し木，接ぎ木，採り木などの方法 53），54）が行われ

てきている．特に，ラン科植物では園芸分野で盛ん

におこなわれてきた 55）．ヒダカソウの増殖に関す

る研究 3）では，種子からの増殖は困難であったが，

株分けと根伏せでの成功事例があり，根伏せ法を本

格的に実施すれば自生地株の増殖も十分可能であ

るだろうとの報告がある．挿し木の事例としては，

ミズキンバイの増殖 48）に関する研究があり，挿し

木の時期やその後の水管理法の検討などが行われ

てきている．ヒメコマツ　Pinus	parviflora	Siebold	et	

Zucc.	var.	parviflora の保全では，実生苗の育苗に合

わせ，自生個体から接ぎ穂を採取して接ぎ木苗を作

成し，苗畑で管理することで房総の個体群の遺伝的
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明らかになっていくため，他の種への応用には課題

が多いだろう．

無菌栽培の実施には，様々な設備が必要であり，

資金確保の課題がある．長野県富士見町におけるア

ツモリソウの保全事業では，民間企業の技術支援と

財政支援が重要となっている 61）．同県内，美ヶ原

高原でのアツモリソウの保護増殖事業では，「生物

多様性保全パートナーシップ協定」により，アツモ

リソウの無菌培養増殖に取り組む団体（農業高校）

に民間企業が，機材・活動資金を提供することが決

まった 62）．

3.2.4　増殖技術の確立後の課題

増殖技術が確立され，生息域外保全やそのための

研究用の株以上の増殖が可能になると，余剰株の取

り扱いが問題になる．余剰株を市場に流通させるこ

とができれば，盗掘圧が下がり，間接的に自生地の

保全につながる可能性が示唆される 5），6），57），63）一

方で，市場化，コスト面の問題点がある．

市場化の問題点として，市場流通個体の善意から

の自生地への埋め戻しによる遺伝子レベルでの撹乱

の懸念 5）や，自生地へその種を見に行く価値が下

がってしまうのではないかという懸念 5）が挙げら

れている．また，野生品と栽培品の区別がつかなく

なる 5），逸出個体か自生集団かの区別が難しくなっ

てしまった場合，逸出集団に対する必要のない保全

努力をすることになる可能性も指摘されている 7）．

このような状況を防ぐため，自生個体と市場流通個

体の遺伝子型を解析し，市場流通株の種同定と産地

特性に関する研究が行われている 7），64）．

増殖のための資金確保，人手確保，安価な増殖方

法の確立も課題である．種子の時は茶封筒 1 つの

スペースが，播種 ~ 芽生えでは 20cm × 30cm の苗

床になり，鉢上げ，そして植え替えと，成長するに

つれて，必要なスペースも大きくなっていく．当然，

それを管理する人も必要になる．いかにして管理

費，人件費を確保するか，非常に大きな課題である．

４．種子保存

4.1　種子保存技術の確立

栽培技術の確立の中でも述べたが，種子の保存

は，播種による保全施工，種や個体群の遺伝資源

を保全する上で非常に重要であることが指摘され

ている 2），11），45），52）．野生復帰の事例の中には，植

多様性を担保している 56）．

これらの方法を行う際にも，適した時期や，適し

た種（同じ科や属の中でも，容易な種と困難な種）

がある．また，接ぎ木や株分けでは，ウイルス伝搬

の危険性があり，採り木や株分けでは増殖率が低い

と言った欠点がある 54）．遺伝的多様性の問題もあ

るが，絶滅危惧植物の増殖に今後，さらに活用でき

るかもしれない．

3.2.3　無菌培養の利点と課題

組織培養は植物体の一部から増殖できるため，種

子がなくとも増殖が可能である．培養技術が確立さ

れれば，苗の量産も可能になる．また，無菌播種で

は，種子を殺菌し，培地に栄養分を入れることで，

3.2.1 で紹介した播種（用土へ直接播種する）方法

では，発芽・その後の生育が困難なラン科などの種

子からの発芽が可能になっている 55）．また，永谷

ほか 57）は，レブンアツモリソウの増殖において，

完熟した種子を表面殺菌後，培地に播種し，その後，

共生菌を接種する共生発芽法を確立した．

無菌培養により人為的に得られた個体は特殊な環

境下で育成されたものであり，これを野外で栽培す

るためには外に出して自然環境に順応（順化）させ

なければならない．しかし，一般に培養個体の鉢上

げは困難であり，園芸家の間では鉢上げ後の枯死率

が高いことが知られている 57）．このため，培養で

得られた植物体の順化，鉢上げ方法に関する研究が

行われている 51，58）．

人工培養による増殖個体は野生のものよりも突然

変異率が高いことが危惧されている 59）．また，無

菌発芽法による人工増殖では，その条件に適した個

体が選抜される可能性がある 6）．この様に，組織培

養による増殖苗は野生復帰の際には，遺伝的・形質

的な観点から問題が生じる．

永谷ほか 57）は，完熟した種子と共生菌を用いた

共生発芽法という方法は，自然界での発芽を真似た

ものであり，突然変異が生ずる確率は自然界と同様

に低いと予測しており，この方法で得られた個体

は，失われた原生地の回復や原生地への植え戻しに

用いることができる可能性を示唆している．共生発

芽法については野生復帰の実用が可能かどうか，さ

らなる研究が望まれるだろう．しかし，共生菌が単

離・特定されている種は少なく，ムカゴサイシンの

事例 36），60）の様に，生息域外保全への取り組みを

機に研究が始まり，地道な研究の積み重ねによって
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されているもの，②自生地情報が添付されているも

の（自生地情報を持たないものであっても保存特性

の把握などの活用のため，受け入れは行っている），

③難貯蔵種子（冷凍，乾燥により発芽能力を失う）

ではないものとしている 66）．種子の収集時には，

種子，DNA 解析用の葉のサンプル，さく葉標本（可

能な場合）を採集し，自生地や個体に関する情報を

「採集表」に記録し，新宿御苑に送付するよう求め

ている 66）．種子の保存は，新宿御苑において行い，

葉のサンプルおよびさく葉標本は遺伝解析機器のあ

る国立科学博物館筑波実験植物園に送付，同園で管

理するとしている 66）．	

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植

物園では，2010-2012 年の 3 年間に渡って日本植

物園協会の保全対象種を中心に種子の採集を行い，

採集した種子の一部は北大植物園で育成のために播

種し，一部は保存用として証拠標本と共に新宿御苑

に送っている 77）．

環境省は，日本植物園協会と連携し，2010 年度

は 5 地域から約 77 種の，2011 年度は 8 地域から約

130 種の絶滅危惧植物の種子保存を行い，2012 年

3 月末現在で 218 種（重複を除く）の自生地の由来

を持つ種子を保存している 78）．しかし，2020 年目

標に掲げている 15% にはまだ足りない状況である．

野生植物の種子の保存と発芽に関する調査・研究

は国内ではほとんど行われていないため，対策とし

て，収集・保存した種子を外部の研究機関で利用し

やすい仕組みを整備することが課題として挙げられ

ている 79）．

５．生息域外保全の課題

5.1.1　情報共有の重要性

生息域外保全に関する様々な取り組みを通して，

大きな課題の 1 つとして，情報共有の重要性 45），80）

や，栽培等に関する経験の共有 44）が示された．

栽培事例のない種の栽培に取り組む際，近縁種の

栽培方法を参考に希少種の栽培・増殖を試みるこ

と 51）は，栽培に関わる人々が広く行っている．また，

近縁種の栽培事例がない場合は，その種の自生地の

環境を意識しながら栽培方法を検討していく．その

様な時は，近縁種でなくとも，同所的に生育している

種の栽培事例があればそれを参考にすることもある．

しかし，これまで，栽培技術等に関する知識や経験の

共有は十分に行われていないのが現状である 45），80）．

物園や住民が保全していた種子からの成功例があ

り 36），52），種子の保存は播種による保全施工，種や

個体群の遺伝資源を保全する上で必須 2），45）であり，

特に 1 年生草本ではその重要性が高いとされてい

る 52）．また，このように種子を活用してくために

は種子の特性調査のために室内実験を行うことも

重要である 2）．

長期種子保存について，国際的には，イギリスの

キュー植物園，エジンバラ植物園等で取り組まれ

てきている 65），66）	．日本でも，農作物などの分野

では 1960 年代からその取り組みがなされてきてい

る 66）～ 68）．国内における野生植物についてのまと

まった取り組みは，2008 年に開始された，絶滅危

惧植物種子の収集保存事業 66）だろう．それ以前か

らセンブリ Swertia	japonica	（Schult.）	Makino69）やブ

ナ Fagus	crenata	Blume70）などを対象に研究機関レベ

ルでの取り組みがなされており，一部の種子では，

10 数年という貯蔵期間での播種後の発芽率の検証

が行われている．しかし，種子の保存方法，保存

可能期間についてはまだ明らかになっていないこ

とが多い．特に長期保存の種子の寿命については

検証困難な事が多く 71），事例が少ない．

また，休眠性を持った種子もあり 72），休眠打破，

休眠解除には温度・化学物質などいくつかの方法が

示されているが 72），種ごとにさまざまな特性があ

るため，それぞれの種の休眠打破の方法に関する研

究が進められている 73）～ 75）．

4.2　種子の採集状況

日本植物園協会は，	2008 年 10 月から全国の植物

園がその収集に協力する絶滅危惧植物種子の収集・

保存事業を開始した．この取り組みの中で，新宿御

苑は種子保存拠点園となっており，日本植物園協会

の拠点園活動等で採集した種子を冷凍施設で保存す

る役割を担っている．生育地で採集された種子は乾

燥器で十分に乾燥させ，－ 20℃の冷凍庫で保存し

ている 66）．しかし，中には冷凍保存できない種子

もある．

2009 年，環境省は「絶滅危惧植物種子の収集保存

等に関するマニュアル」76）を発行し，翌2010年には「絶

滅危惧植物の種子収集・保存ガイドブック」66）を発

行し，保存対象とする種や，種子採集の方法，注意

事項などについて示している．

保存対象とする種子は，①環境省レッドリストに

おいて絶滅危惧種，野生絶滅および準絶滅危惧種と
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お互いがどのような情報を必要としているのかわか

らないこともある．このようなデータベースや資料

の活用は，栽培に携わる人だけではなく，フィール

ドを中心に活動している人と栽培に取り組んでいる

人，両者の間をつなぎ，さらなる技術の進展を進め

てくれるのではないだろうか．

情報交換会やデータベースの様な情報共有の場が

活用され，分野間，団体間の相互の情報共有が進む

ことを期待したい．

5.2　危険分散

ある植物が 1 つの場所でのみ栽培されていると，

病虫害等で一斉に株が枯れてしまうという不運に見

舞われることがある．そこで，危険分散のために増

殖に成功した株の危険分散が必要である 8），45）．タ

デスミレは現在，増殖株を複数の植物園等で管理し

危険分散を行っている 47）．また，実際にキタダケ

ソウは危険分散によって，生息域外保全株が維持さ

れている 45）．また，日本植物園協会では協会加盟

園間での種苗交換を実施し，危険分散に取り組んで

いる．

5.3　資金確保

生息域外保全の実施には資金が必要である．市民

団体や農業高校が企業の支援等を受けながら実施し

ている事例 61），62）があるが，持続的な資金確保が今

後の課題であろう．生息域外保全の中心的役割を果

たす植物園においても資金確保は大きな課題となっ

ており，人員削減 31）	や，管理経費の削減 31），86）に

苦慮している状況である．

６．おわりに

希少種保全の現状と生息域外保全の可能性

長野県版レッドリスト 14）では，2014 年のレッド

リスト改訂の際に，注意すべき点として，草原・水

田に生育する種，ニホンジカの採食圧の高まりによ

る減少が懸念される種が追加された点を挙げてい

る．また，近年は気候変動が，最も深刻な影響を生

態系に与える 1 つの要因として注目されるように

なってきた 87）．

草原の再生など，人間活動の縮小による種の減少

については，オキナグサの事例 36）の様に，地元住

民と協力しながら，自生地の保全と共に生息域外保

全，野生復帰など様々な手法を状況に応じて選択し

栽培に関わる人々の情報共有に加え，ムカゴサイ

シンの事例 36），60）	やアツモリソウの事例 61）の様に，

栽培・増殖方法だけでなく，野外調査，共生菌の探

査・分類といった様々な分野の研究によって，生息

域外保全は進められている．また，植物の生育状況

に関わる情報はフィールドに通い詰めている地元の

方々が豊富に持っている．種子採集は採集時期が

重要であり 3），生育状況を熟知した地元団体等と協

力や連携が不可欠と考えられている 81）．この様に，

様々な分野間，団体間での情報共有の重要性も示唆

される．

地域の植物園間での情報交換会の実施は 2006 年

から京都府内の植物園が実施している 82）．シンポ

ジウムや大会などを通して，地域の植物園，植物園

協会内，同じ生息域外保全事業関係者間では情報共

有が図れているが，そのような枠を超えた情報共有

が今後必要ではないだろうか．

5.1.2　データベース化の取り組み

日本植物園協会は，絶滅危惧植物の育成・繁殖技

術の確立に向けた十分な取り組みが行われていな

い，植物園における植物育成に関わる技術の開発と

継承が危機的状況にある，また，世界植物保全戦略

2011-2020，生物多様性国家戦略への対応が求めら

れている，ということを背景に 83），絶滅危惧植物

の特性情報の集約とデータベース化を開始した．

絶滅危惧植物保全データベースの方針には，「絶

滅危惧植物の調査・研究を加速するとともに，種の

特性情報を集約・共有する「メモ帳」が必要です．

このデータベースは，植物園をはじめとする全国の

植物の保全に関わる専門家の知見や，これまでに出

版された文献などをよりどころに，日本の絶滅危惧

植物の特性情報を集積する「メモ帳」です．」84）と

ある．この「メモ帳」という堅すぎないスタンスが，

様々な分野の人々の情報登録を進めてくれるのでは

ないかと，私は期待している．

2016 年 11 月 24 日現在，データベースに登録済

みの絶滅危惧植物は 2,224 種，うち生育特性情報

が寄せられている種は 562 種 85）である．また，同

ホームページ 85）には，絶滅危惧植物の特性情報

調査票もダウンロード資料として公開されており

（http://www.syokubutsuen-kyokai.jp/hozen_db/view/

index.php），種子採集時等の記録に活用されること

が望まれている．フィールドを中心に活動している

人と，栽培に取り組んでいる人では，接点が少なく
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栽培する場所や，由来の違う株では，同じ栽培方法

ではうまくいかないこともある．現地保全が困難な

場合に備え，種を絶滅から防ぐ方法として生息域外

保全の選択肢を残していくためにはそれぞれの分野

での地道な基礎研究の積み重ねが求められるだろ

う．しかし，先に述べた資金面の課題もそうである

が，植物園の中には，指定管理者制度の導入により，

長期的な研究が難しい状況にある施設もある 86）．

生息域外保全の実施のためには，①リスクの高い

種の選定，②種子や株の採集の許認可・すでに採集

された種子・株の共有，③資金確保，といった課題

を優先的に解決していく必要があるだろう．

生息域外保全は，それ自体に意味があるだけで

はなく，教育・普及効果などの付随効果がある 11），

92）．ピーター・クレイン 11）は，生息域外保全は生

息域内保全の努力をくじくのではないか，生息域内

保全に回るはずの資金が生息域外保全に回ること

で，離れてしまうのでは，という反論もあるが，人

手や資金を別ルートから集める可能性についてもぜ

ひ考えてほしいと述べている．

私たちの生活は，自然によって支えられているこ

とも多い．有用な資源を守っていくためにも生息域

内保全の保険としての生息域外保全の選択が今後検

討される可能性は大いに考えられるだろう．
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Ex-situ conservation of endangered plant species and their possibility

Yuko	ISHIDA1

１　Natural	Environment	Division,	Nagano	Environmental	Conservation	Research	Institute,	

　　2054-120	Kitago,	Nagano	381-0075,	Japan

	

Abstract

　As	endangered	species	maintenance	measures,	conservation	in	the	habitat	has	been	performed.	For	measures	of	rapid	

environmental	change	and	species	whose	population	has	decreased,	ex-situ	conservation	have	been	drawing	attention.	

In	recent	years,	ex-situ	conservation	is	attracting	attention	as	one	of	the	choices	of	climate	change	adaptation.	

　Establishment	of	cultivation	techniques	for	endangered	plants	is	important	to	ex-situ	conservation.	It	is	necessary	to	

select	a	propagation	technique	suitable	for	the	purpose	and	research	on	cultivation	techniques.	Needs	of	the	information	

sharing,	risk	spreading	and	securing	of	fund	was	pointed	out	in	a	study	on	ex-situ	conservation.

　There	are	still	many	research	subjects	on	ex-situ	conservation,	but	those	practices	might	be	examining	in	future.

Key words：Ex-situ	conservation,	Seed	storage,	Endangered	species,	Climate	change
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